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資産管理計画質問書



資産管理計画質問書

デザイン・ミーティングの前に以下の質問をご確認ください。

事前にご準備いただくことでより効率の良い生産的なデザイン・ミーティングを行うことができます。

医療指示書
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老人ホームではなく個人の住居に住み続けるために、代理人が必要なあらゆる手段を取ることを許可します

か？

いいえはい

1

もし2人の医師があなたに心理的治療や薬物治療が必要だと言った場合、代理人が精神科への任意入院を

手配することを許可しますか？

いいえはい

2

生命維持措置をつけている場合、可能な限り延命してほしいと思いますか？

いいえはい

3

法律で解剖が義務付けられていない場合に、医療代理人に解剖を依頼する権限を与えたいですか？

いいえはい

4

火葬と埋葬のどちらを希望しますか？

火葬 埋葬

6

移植 治療 研究 教育

臓器を提供したいですか？

いいえはい

5

「はい」と回答した場合、どの目的で提供したいか挙げてください。
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財務委任状

後見人の指名

もしあなたが話すことができない場合、誰に金銭面や医療以外のことを手伝ってもらいたいですか？1

あなたやあなたの配偶者が子供の面倒を見ることができなくなったり、亡くなったりした場合、未成年の子

供の面倒を誰に見てもらいたいですか？

1

医療委任状

もしあなたが話すことができない場合、誰に医療上の意思決定をしてもらいたいですか？1

これはすぐに実効させたいのですか？それとも、医師があなたが自分で意思決定ができないと判断した後か

らですか？

すぐに実効する

医師があなたが自分で意思決定ができないと判断した後

2

氏名 あなたとの関係

メールアドレス 電話番号

住所

氏名 あなたとの関係

メールアドレス 電話番号

住所

氏名 あなたとの関係

メールアドレス 電話番号

住所
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信託と遺言

その他の項目

あなたが亡くなった際、誰に資産を相続させたいですか？分配の割合は何％ですか、または具体的な金額は

いくらですか？

2

氏名 あなたとの関係

メールアドレス 電話番号

住所

ご自身で信託財産を管理できなくなった場合、誰に信託財産を管理してもらいたいですか？1

氏名 ％または具体的な金額

氏名 ％または具体的な金額

氏名 ％または具体的な金額

氏名 ％または具体的な金額
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資産

資産について、できるだけ多くの情報を集めてください。資産には以下が含まれます：

      自宅またはその他の不動産

      銀行口座

      投資

      退職金口座

代理人

最初に選んだ人が、代理人（受託者、医療委任状、金融委任状、後見人等）としての役割を果たせない場合に備え

て、他の代理人候補を数人考えておいてください。


